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第３章 住宅市場の動向 

（１）新設住宅の着工動向 

●新設住宅着工戸数の推移 

新設住宅着工戸数をみると、全国では平成９年度以降、総じて減少傾向にあり、平成 21 年度に

約 78 万戸まで落ち込み、平成 25 年度に約 99 万戸まで回復したものの、平成 26 年度は約 88 万戸

と再び減少している。 

鹿児島県は、平成９年度以降、総じて減少傾向にあり、平成 21 年度に 8,241 戸まで落ち込み、

平成 25 年度に 11,281 戸まで回復したものの、平成 26年度は 9,931 戸と再び減少している。 
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新設住宅着工戸数は、全国、鹿児島県ともに減少。 

図表 3-1 新設住宅着工戸数（全国） 

（資料：新設住宅着工統計）

図表 3-2 新設住宅着工戸数（鹿児島県） 

（資料：新設住宅着工統計）
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●利用関係別戸数の推移 

利用関係別の新設住宅着工戸数をみると、持家は、全国、鹿児島県とも減少傾向にあり、平成 26

年度は過去 26年間で最も少なくなっている。貸家は、全国では平成 21年度、鹿児島県では平成 23

年度に大きく落ち込み、以降回復基調にある。分譲住宅は、全国と比べて鹿児島県は全体に占める

割合が少ないが、全国、鹿児島県ともに、平成 21年度に大きく落ち込み、以降回復基調にある。 

9,319 9,133

8,511

9,556

10,564

11,583

9,648

10,626

7,384 7,573
7,885

7,077

5,836
5,460

5,578 5,536

5,105 5,201

4,676 4,408

4,180
4,577 4,688 4,686

5,498

4,260

8,478

6,989

5,260 5,162 3,889 5,180

6,002

7,705

6,698 6,731

5,369
4,905

6,070
5,501

5,342 5,496

6,642

6,059
5,618

4,923

3,439 3,507

3,135 4,054
4,446

4,384

427 567
408 504 324 345 386

233 289 103 252 213 258 168 78 127 132 50 170 260
60 62 42 159 103 64

2,608 2,389

1,416 1,329 1,257
1,784

1,997

1,189 1,289 1,163 1,177
1,439 1,542

1,278
1,025

2,061
1,642 1,816

1,183
1,589

562 795
1,054 1,149 1,234 1,223

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

戸

（年度）

持家 貸家 給与住宅 分譲住宅

499,491
474,375

447,680

481,586

536,908

580,927

550,544

636,306

451,091

438,137

475,632

437,789

377,066

365,507

373,015

367,233

352,577
355,700

311,800 310,670

286,993

308,517 304,822

316,532
352,841 278,221

820,707

767,246

582,236

686,777

651,563

574,151

563,652

616,186 515,838

443,907

426,020 418,200

442,250
454,505 458,708

467,348

517,999
537,943

430,855 444,848

311,463

291,840 289,762

320,891
369,993 358,340

30,845 36,838
40,437 34,817 31,157 27,911 25,790 25,847 23,725 15,647 12,445 10,846 9,936 9,539 8,101 9,413 8,515 9,100 10,311 11,089 13,231 6,580 7,576 5,919 5,272 7,867

321,740

386,908

272,624

216,572

290,159

377,631
344,666

352,039350,693

281,845

312,110
346,322 343,918

316,002
333,825

249,044

370,275
382,503

282,632
272,607

163,590

212,083
239,086 249,660

259,148
236,042

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

平成1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

戸

（年度）

持家 貸家 給与住宅 分譲住宅

全国：  持家は、減少傾向のなか、平成24年度から平成25年度にかけて増加したが、平成26

年度は過去26年間で最も少なくなった。 

     貸家は、平成13年度以降は増加していたが、平成21年度に大きく落ち込み。 

鹿児島県：持家は、減少傾向のなか、平成25年度はわずかに増加したが、平成26年度に減少。 

     貸家は、平成18年度以降減少、平成23年度に最も落ち込み、以降は回復基調。 

（資料：新設住宅着工統計）

図表 3-4 利用関係別新設住宅着工戸数の推移（鹿児島県） 

（資料：新設住宅着工統計）

図表 3-3 利用関係別新設住宅着工戸数の推移（全国） 

（資料：新設住宅着工統計）
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●利用関係別平均延床面積の推移 

利用関係別の住宅の平均延床面積をみると、総計では、平成 23 年度に鹿児島県は 90.6 ㎡と全国

（90.0 ㎡）より広くなったが、平成 24 年度以降は逆転し、全国の方が広くなっている。持家は、

全国、鹿児島県ともに、平成 12 年度以降狭くなる傾向が見られ、平成 26 年度には 113.9 ㎡と全国

（123.6 ㎡）より約 10㎡狭くなっている。鹿児島県の貸家は、平成 15年度までは 50㎡超で推移し

ていたが、平成 16 年度以降概ね 50㎡未満で推移している。 

なお、持家と貸家の平均床面積の格差は２倍以上となっている。 
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持家の平均床面積は120㎡弱で、全国より狭い水準で推移し、近年は床面積が狭くなる傾向。 

貸家の平均床面積は50㎡弱で、全国より若干広い水準で推移し、近年は床面積が狭くなる傾向。 

図表 3-6 利用関係別平均延床面積の推移（鹿児島県） 

（資料：新設住宅着工統計）

図表 3-5 利用関係別平均延床面積の推移（全国） 

（資料：新設住宅着工統計）
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●住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）利用率の推移 

鹿児島県の住宅金融支援機構利用率は、平成 19 年度 1.6％まで落ち込み、平成 23～24 年度 9.5％

まで回復したものの、平成 26年度 5.3％に低下した。 

全国・鹿児島県ともに持家の利用率は急速に低下しており、全国と比べて、持家の住宅金融支援

機構利用率は高かったが、平成 20年度には2.0％まで落ち込み、平成26年度は 5.0％と全国（4.0％）

並となっている。 
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全国、鹿児島県とも利用率は、急速に低下。 

全国と比べて、持家の住宅金融支援機構利用率は高かったが、全国並みにまで低下。 

図表 3-7 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）利用率 

（資料：新設住宅着工統計）

図表 3-8 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）持家の割合 

（資料：新設住宅着工統計）
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●木造率の推移 

鹿児島県の新設住宅着工における木造率は、平成 21 年度より回復基調で、平成 26 年度は 63.2％

で、全国（55.2％）と比べて高い割合となっている。 

木造率の回復基調は、住宅着工が伸び悩む中、木造の減少幅が小さいことによるものであり、木

造の着工増に伴うものとなっていない。 
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（資料：各年建築統計年報）
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木造率は全国よりも高い割合で推移し、６割を上回っている。 

全国は、近年増加し、５割を上回っている。 

図表 3-9 新設住宅着工における木造率（全国・鹿児島県） 

（資料：新設住宅着工統計）

図表 3-10 鹿児島県の新設住宅着工における 

木造戸数（左目盛）と木造率（右目盛） 

（資料：各年建築統計年報）



  100  

●長期優良住宅認定戸数の推移 

平成 26 年度の長期優良住宅認定戸数（累計）は、平成 23 年度の 3.2 倍の 4,560 戸となっている。

全国（3.5 倍）よりやや低い増加率となっている。 

●長期優良住宅の取り組み経験（全国） 

国土交通省が実施した「中小工務店・大工業

界の取り組み状況に関する調査（2014 年実施）」

によると、長期優良住宅の認定取得の経験が

「ある」は 25.3％に過ぎず、７割以上が「無し」

と回答している。 

雇用人数が少ない小規模な事業所ほど取得

経験が少なくなっている。特に、雇用人数が２

名以下の事業所では８割以上が認定取得の経

験がない。 

長期優良住宅認定戸数は、平成23年度の3.3 倍。 

（出典：国土交通省「中小工務店・大工業界の取り組み状況に関する調査」 平成 26年１月実施） 

http://www.narakenchiku.com/kyodokumiai/pdf/news140701_4.pdf 

図表 3-14 長期優良住宅認定取得経験の有無（雇用社員別 全国） 

（出典：国土交通省「中小工務店・大工業界の取り組み状況に関す

る調査」 平成 26年１月実施） 

http://www.narakenchiku.com/kyodokumiai/pdf/news140701_4.pdf 

図表 3-13 長期優良住宅認定取得経験の有無（全国） 
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図表 3-11 長期優良住宅認定戸数（累計）

（全国） 

（資料：国交省 HP）

図表 3-12 長期優良住宅認定戸数（累計）

（鹿児島県） 

（資料：国交省 HP）
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（２）分譲マンションの状況 

分譲マンション建設戸数の推移をみると、平成 16 年度が 1,612 戸と突出している。過去５

年間では、500～600 戸／年程度着工している。 

鹿児島市内に立地する分譲マンション（50戸以上）マンション数は平成 26 年度末現在、191

棟、15,697 戸となっている。そのうち、築後 20 年以上経過し、外壁改修等の検討が必要とな

る戸数は平成 27年末現在で 7,091 戸（45.2％）となる。 
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図表 3-15 分譲マンション建設戸数の推移（鹿児島県） 

（資料：新設住宅着工統計）

分譲マンションの建設は減少傾向。 
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図表 3-16 分譲マンション建設戸数の推移（鹿児島市内に立地する 50 戸以上のマンション） 

（資料：鹿児島県住宅政策室提供）
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（３）住宅生産体制

①大工の減少 

大工の就業者数は、平成 17 年の 8,396 人から 6,420 人に減少（▲1,976 人）している。 

大工の従業上の地位別にみると、「雇用者」が 4,610 人から 3,270 人に大幅に減少（▲1,340 人）

している。この結果、「雇用者」の割合は平成 17 年の 54.9％から平成 22 年は 50.9％に減少する

一方、自営業主が 41.7％から 45.2％に増加している。 

大工就業者が減少している。 

図表 3-17 大工の従業上の地位、15 歳以上就業者数（鹿児島県） 

総数※
雇用者（役
員を含む）

自営業主
（家庭内職
者を含む）

家族従業者

H17年 8,396 4,610 3,501 285

H22年 6,420 3,270 2,900 240

H17～22年増減 ▲ 1,976 ▲ 1,340 ▲ 601 ▲ 45

※従業上の地位「不詳」を含む。

（資料：国勢調査）

総数

（資料：国勢調査） 

54.9%

50.9%

41.7%

45.2%

3.4%

3.7% 0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17年

H22年

大工の従業上の地位、15歳以上就業者数割合の推移（鹿児島県）

雇用者（役員を含む） 自営業主（家庭内職者を含む）

家族従業者 不詳

図表 3-18 大工の従業上の地位、15 歳以上就業者割合の推移（鹿児島県） 

（資料：国勢調査） 
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15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

総数

図表 3-19 年齢層別大工就業者数の推移（全国） 

（資料：国勢調査） 

②大工就業者の高齢化（全国）  ※鹿児島県のデータなし

全国の年齢別の大工就業者数の推移をみると、大工数は減少傾向にある。 

特に、39 歳までの就業者が大幅に減少する一方、60 歳以上就業者数が増加で推移しており（た

だし近年は横ばい）、大工の高齢化が進行している。 
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15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

図表 3-20 年齢層別大工就業者割合の推移（全国） 

（資料：国勢調査） 
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（４）公営住宅の状況 

平成 27 年３月 31 日現在、公営住宅は約４万８千戸を管理している。（県営：約 1.2 万戸、市町

村営：約 3.6 万戸） 

県営住宅は、昭和 40 年代から昭和 50 年代にかけて、中層耐火造（中耐）の住宅が 400戸／年の

水準で供給されていたが、平成８年頃からその半分の水準となっている。なお、昭和 61 年頃から、

木造住宅の供給がコンスタントに行われている。 

市町村営住宅は、昭和 40 年代以前に建設されたストックが相当数残っており、それらの多くは

木造か簡易耐火造の住宅である。
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図表 3-21 構造別建設年度別公営住宅ストック数 

（県営＋市町村営）

（資料：鹿児島県 平成 27年３月 31日現在） 

（資料：鹿児島県 平成 27年３月 31日現在） 

（資料：鹿児島県 平成 27年３月 31日現在） 

図表 3-22 構造別建設年度別公営住宅ストック数（県営）

図表 3-23 構造別建設年度別公営住宅ストック数（市町村営）

公営住宅は約４万８千戸を管理（県営：約1.2万戸、市町村営：約3.6万戸）。 
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（５）高齢者の住まい 

①サービス付き高齢者向け住宅 

平成 27 年 11 月現在累計で、2,043 戸が登録され、平成 23年度の 3.2 倍になっている。 

所在地をみると、約４割が鹿児島市内となっている。 
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 注）平成 27 年は 11 月 1 日現在（資料：鹿児島県）

図表 3-25 サービス付き高齢者向け住宅の登録状況

（資料：住宅政策室）
サービス付き高齢者向け住宅が整備されて

いる市町村

市町村名 件数 戸数

鹿児島市 37 922

鹿屋市 4 92

枕崎市 2 59

阿久根市 2 59

出水市 4 100

指宿市 1 37

西之表市 1 13

薩摩川内市 6 154

日置市 2 67

霧島市 10 200

いちき串木野市 3 105

南さつま市 1 24

奄美市 1 30

南九州市 4 77

姶良市 3 66

さつま町 1 18

瀬戸内町 1 20

合　計 83 2,043

平成27年11月１日現在

図表 3-24 サービス付き高齢者向け住宅登録状況（累計）

公営住宅は約４万８千戸を管理（県営：約1.2万戸、市町村営：約3.6万戸）。 
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②高齢者向けの住まい 

鹿児島県の高齢者向けの住まいを下表のように定義し、その整備状況をみると、平成 26年 4月 1

日時点における高齢者の住まいは約 9.2 千戸で、高齢者人口に占める割合は 2.0％となっている。

（参考：平成 24年全国：1.8％）これは、住生活基本計画(全国計画)の成果指標目標値３～５％（平

成 32年）を下回っている。 

●圏域別の高齢者 100 人あたりの高齢者向け住宅と介護施設数

高齢者 100 人あたりの高齢者向け住宅は熊毛圏域と南薩圏域において 1戸を下回る一方、鹿児島

圏域では 3戸を上回るなどばらつきが大きいが、介護施設も加えると、全ての圏域で 5戸（床）以

上となっている。 

高齢者人口に占める高齢者向けの住宅の割合は2.0％。 

図表 3-26 高齢者向けの住まいの状況（鹿児島県）

定員・戸数

有料老人ホーム 5,631人

軽費老人ホーム・ケアハウス 1,268人

シルバーハウジング 446戸

サービス付き高齢者向け住宅 1,815戸

高齢者向け優良賃貸住宅 79戸

9,239人(戸)

465,254人

2.0%

区分

高齢者向け住宅　計　[A]

高齢者(65歳以上)人口[B]

対高齢者人口に占める割合[A/B]

住
宅
・
施
設
名
称

（資料：鹿児島県）

注）住宅・施設は平成 26 年４月１日時点 

   高齢者人口は平成 25年 10 月１日時点 

（住民基本台帳推計人口） 
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圏域

南薩

圏域

川薩

圏域

出水

圏域

姶良･

伊佐

圏域

曽於

圏域

肝属

圏域

熊毛

圏域

奄美

圏域

【高齢者向け住宅数】

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

高齢者向け優良賃貸住宅

サービス付高齢者向け住宅

シルバーハウジング

【介護施設数】

養護老人ホーム

認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

高齢者100人あたりの高齢者
向け住宅数 (単位：戸，室）

高齢者100人あたりの介護施
設数 ［単位:室，床）

高齢者向け住宅数

介護施設数

（高齢者向け住宅を除く）

図表 3-27 高齢者 100 人あたりの高齢者向け住宅と介護施設数（圏域別） 

（資料：鹿児島県）
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（６）シェアハウス 

平成 25 年８月時点で、全国に 2,744 件のシェアハウスが立地している。都道府県別にみると、

東京都に立地するものが 3/4 を占めている。

（７）自然災害の状況 

近年の自然災害は下表のとおりで、大雨や台風による水害が多い。

図表 3-29 自然災害の状況（鹿児島県）

図表 3-28 シェアハウスの立地状況（H25.8 現在）

（シェアハウス等における契約実態等に関する調査 報告書（国土交通省）より）

シェアハウスは全国で約3000件。 

元号 月日 災害名 市町村名 被災個所数 人的被害

平成22年 7月３日～５日 梅雨前線

霧島市、湧水町、曽於

市、鹿屋市、大崎町、
南種子町ほか

全壊３、半壊１、一部損

壊８、床上浸水21、床下
浸水134

死者2人、軽傷1人

平成22年 10月20日～
前線〔平成22年10

月奄美地方大雨〕

奄美地方（奄美市、大

島郡龍郷町等）

全壊10、半壊749、一部損
壊11、床上浸水119、床下

浸水767

死者3人、軽傷2 人

平成23年 9月25日～27日 前線
奄美地方（奄美市、大
島郡龍郷町）

全壊４、半壊120、一部損
壊１、床上浸水145、床下

浸水445

死者1人

平成23年 11月18日 突風 徳之島町 全壊１ 死者3人

平成24年 ８月25日～28日 台風15号
奄美地方、屋久地方ほ

か

全壊９、半壊41、一部損
壊731、床上浸水５、床下

浸水104

死者１人

平成24年 ９月29日～30日 台風17号 鹿児島県全域
全壊32、半壊167、一部損
壊1,435、床上浸水109、

床下浸水428

死者１人

平成25年 10月７日～８日 台風24号 鹿児島県全域
全壊38、半壊188、一部損

壊839

平成27年 ５月29日～
口之永良部島新岳

噴火

熊毛郡屋久島町（口之

永良部島）

6/2全域停電
（5/29　自衛隊へ災害派

遣要請）

平成27年 ８月24日～ 台風15号 鹿児島県全域
全壊７、半壊77、一部損
壊1,385、床上浸水６、床

下浸水10

（資料：鹿児島県HP　危機管理・防災）
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●土砂災害（特別）警戒区域の指定状況 

県内の土砂災害（特別）警戒区域の指定状況は、

下表のとおりである。 

（平成 27年 12月 25 日現在）。 

図表 3-30 土砂災害（特別）警戒区域の指定状況 

鹿児島県内の土砂災害（特別）警戒区域指定数（平成27年12月25日現在，市町村別）

警戒 特別 警戒 特別 警戒 特別 警戒 特別 警戒 特別 警戒 特別
鹿児島市 2,572 0 695 0 3,267 0 姶良市 195 0 111 0 306 0
鹿屋市 15 15 9 7 24 22 湧水町 0 0 0 0 0 0
枕崎市 133 6 13 0 146 6 大崎町 1 1 0 0 1 1
阿久根市 271 5 139 1 410 6 東串良町 0 0 0 0 0 0
出水市 176 1 156 1 332 2 錦江町 211 211 106 95 317 306
指宿市 2 2 13 6 15 8 南大隅町 245 245 231 178 476 423
西之表市 148 148 54 41 202 189 肝付町 218 218 166 139 384 357
垂水市 155 152 196 130 351 282 中種子町 63 63 15 8 78 71
薩摩川内
市

1004 623 614 278 1618 901 南種子町 105 105 46 32 151 137

日置市 402 0 78 0 480 0 屋久島町 192 186 128 110 320 296
曽於市 192 192 41 28 233 220 大和村 16 16 24 23 40 39
霧島市 450 4 346 5 796 9 宇検村 22 22 30 20 52 42
いちき串
木野市

165 0 78 0 243 0 瀬戸内町 74 74 98 69 172 143

南さつま
市

369 10 134 4 503 14 龍郷町 85 85 83 70 168 155

志布志市 345 344 72 59 417 403 喜界町 2 2 0 0 2 2
奄美市 296 292 321 267 617 559 徳之島町 4 4 0 0 4 4
南九州市 173 5 66 0 239 5 天城町 4 4 2 1 6 5
伊佐市 573 562 140 124 713 686 伊仙町 0 0 0 0 0 0
三島村 0 0 0 0 0 0 和泊町 0 0 0 0 0 0
十島村 0 0 0 0 0 0 知名町 0 0 0 0 0 0
さつま町 926 913 483 395 1409 1308 与論町 56 56 0 0 56 56
長島町 163 0 108 0 271 0 合計 10,023 4,566 4,796 2,091 14,819 6,657

（資料：鹿児島県HP　土砂災害（特別）警戒区域の指定状況)

土石流 合計
市町村

急傾斜 土石流 合計
市町村

急傾斜

図表 3-31 市町別土砂災害（特別）警戒区域の指定状況 
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第４章 今後の住宅政策の課題

住生活総合調査によれば、住宅及び居住環境の不満率は継続的に低下していることから、県

民の住宅や居住環境に対する満足度が高まっているといえる。特に、住宅に対する不満率は大

きく減少し、平成 25 年の調査で初めて居住環境の不満率を下回り、住宅の満足度が高まって

いる。しかし、人口・世帯数の減少、単身世帯の増加などの世帯構造の変化、所得格差の拡大

などを背景として、県民を取り巻く住宅事情は厳しさを増し、以下に示すような新たな課題も

生じている。 

これまでの調査結果を踏まえ、今後の住宅政策の課題を以下に整理する。 

（１）安心な住まいづくり 

①居住の安全性の確保 

新耐震基準以前（昭和 55 年以前）の住宅割合が全国と比べて高く、耐震診断や耐震改修の

実施率も低い。このため、耐震性に不安がある住宅の解消を進める必要がある。 

耐震診断や耐震改修の実施率が低い理由として、住宅所有者の「地震時の住宅の安全性」に

対する不満率が高いものの、「住宅のいたみを直す、きれいにする」ことが優先されることや、

「貯預金や返済能力の不足またはその可能性がある」などの資金の不足などが考えられる。し

たがって、耐震性に不安がある住宅の解消を進めるためには、耐震診断・耐震改修に対する一

層の支援が引き続き必要である。 

②安全な居住環境の形成 

居住環境の個別要素別の不満率をみると、第１位に「子どもの遊び場、公園など」、第２位

に「敷地やまわりのバリアフリー化」、第３位に「火災の延焼の防止」があがっている。「敷

地やまわりのバリアフリー化」については、道路や公園等の段差の解消（スロープ化）や共同

住宅へ道路から玄関までの車椅子やベビーカーで通行可能とするなどの対策が必要である。 

一方、火災の延焼防止に関連した内容として、本県は、４ｍ以上の道路に接していない住宅

の割合やまったく道路に接していない未接道敷地の割合が全国よりも高いことに特徴がある。

接道状況によっては敷地の利活用に不利な状況となるため、建替などの住宅の更新が進まない

要因となり、老朽住宅の蓄積につながるおそれがある。災害時の避難等の安全性や防災性の向

上の観点から、未接道敷地や狭あい道路のみに接する敷地の解消が必要である。 

③災害時の対応 

本県は、過去には台風、大雨による土砂災害、降灰などの自然災害を受けることが多かった

が、「災害時の避難のしやすさ」や「水害・津波の受けにくさ」などの不満率は中位にあって、

他の個別要素と比べて必ずしも高いわけではない。 

しかし、近年は東日本大震災や広島市の土石流災害、竜巻による被害など想定外とも言われ

る災害が全国各地で多発しており、国土強靱化の政策も踏まえつつ、平時から災害時への対応

の準備を行うことが必要である。また、安全な宅地の整備や、被害を未然に防止するため災害

危険区域からの移転促進が必要である。 

Ⅱ．分析編 
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（２）人にやさしい安心できる住まいづくり 

①高齢者、障がい者、子育て世帯などの居住の安定確保 

世帯構成の変化に着目すると、近年、非婚化、非正規雇用の増大、離婚・離別などを背景と

して、中高齢単身世帯、ひとり親世帯の増加が目立っている。このような、世帯やライフスタ

イルの変化に伴い居住ニーズが多様化しており、これらの県民のニーズに的確に応えていくこ

とが求められる。 

また、民営借家に居住する世帯の年収が低くなるほど、収入分位 25%未満（公営住宅階層）

の割合が高くなる傾向にある。本県は全国と比べ、その割合が高いことから、民営借家世帯の

なかで公営住宅階層の占める割合が高いといえる。特に、市場において自力で適切な規模の住

宅を適正な住居費負担で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者、ひとり親・多子

世帯等の子育て世帯、被生活保護者、外国人、ホームレス等（以上、住宅確保要配慮者という）

の増加が懸念されており、安心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現することが求められ

ている。 

以上から、住宅確保要配慮者の増加に対応するため、低廉な家賃負担で住まいが確保できる

よう、公営住宅の整備・管理を促進するとともに、民間賃貸住宅の空き家等を活用した公営住

宅に準じた新たな供給の仕組みの構築も含め、住宅セーフティネット機能の強化が必要である。 

②住宅のバリアフリー化の促進 

鹿児島県は高齢化が全国よりも進んでおり、高齢者のみの世帯の割合が高いという特徴があ

る。高齢者が居住する住宅の所有関係をみると持家が９割を占める。しかし、高齢者が居住す

る住宅において一定のバリアフリー化がなされた住宅の割合や、高齢者等のための設備工事の

実施率（持家）をみると、全国より低い水準である。 

また、住宅の個別要素別の不満率をみると「高齢者などへの配慮」が第１位、居住環境の個

別要素別の不満率をみると「敷地やまわりのバリアフリー化の状況」が第２位となっている。

その不満率の解消のためには、住宅・居住環境のバリアフリー化の促進が必要である。 

「鹿児島すこやか長寿プラン 2015」によると、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる平成 37

年には、３人に１人が 65 歳以上、５人に１人が 75 歳以上となり、高齢化の進行によって医療

や介護を必要とする人の増加や、がんや脳卒中による医療依存度の高い在宅療養者の増加が予

想されているため、現在の医療・介護サービスの提供体制のままでは十分に対応できないこと

が見込まれていると指摘している（同計画書 P112）。このため、医療・福祉との連携が重要で

あり、在宅医療や在宅介護のしやすさを考慮した住宅バリアフリー化の促進が必要である。 

③多様な住まい方への対応 

住宅の住まい方の変化をみると、過去５年間で４割あった住み替え・建替え・リフォーム等

の居住状況の変化が、今後５年間の予定では約 15％となっている。このことから、必ずしも計

画的に住まい方の選択が行われているわけではなく、中には予期しないケースも含まれている

と考えられる。例えば、立ち退き、離婚等による別居、相続の発生などが考えられるが、この

ような県民の居住ニーズに的確かつタイムリーに対応できるよう、豊富な住情報提供や相談対

応の充実が必要である。 

また、介護認定者の増加が予想されるなか、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など
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の高齢者の住まいに対するニーズも増加すると考えられる。しかし、高齢者向けの住まいの高

齢者人口に占める割合は２％に過ぎず、サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数も増加してい

るものの近年はやや頭打ちとなっている状況にあり、その供給促進を図る必要があると考えら

れる。 

共働き世帯が一般化し、子育て支援や介護支援などの日常生活支援のニーズが高まり、暮ら

し方の多様化に応じて様々な居住サービスが誕生している。また、本県は別居志向が高いもの

の、子育て環境の観点から近年は同居や近居の住まい方も改めて見直しされるようになってお

り、近居支援について検討することが考えられる。 

さらに、同居者とのコミュニティづくりと低廉な家賃負担で居住できる住まいの実現を目指

してシェアハウスなどの住まい方も全国各地で見られるようになっている。本県においては、

まだ少ないものの、新たな住まい方として注目されており、このようなニーズに対する対応を

考慮する必要があると考えられる。 

（３）環境や健康に配慮した住宅・住環境の整備・住宅の質の向上 

①環境・健康等に配慮した住宅の普及 

地球温暖化対策が喫緊の課題とされるなか、国は 2020 年までに全ての新築住宅・建築物に

省エネ基準を義務づける方針である。平成 25 年には省エネ法が改正され、住宅の一次エネル

ギー消費量を指標とし、外皮の省エネ性能だけでなく設備機器による省エネ効果も考慮したも

のに変更された。 

本県の住宅の省エネルギー設備の内容をみると、「太陽熱を利用した温水機器等」や「太陽

光を利用した発電機器」の設置割合は全国をやや上回っているものの、「二重サッシ又は複層

ガラスの窓」の設置割合は低い。このため、冷暖房効率や結露防止の観点から、省エネルギー

住宅の普及を図る必要がある。 

一方、木材の使用は、木の持つあたたみなどの快適性をもたらすだけでなく、身体にやさし

く、健康面や地球環境に貢献などのメリットがある。このため、住宅の木造化や木質化を図っ

ていく必要がある。また、県営住宅でシックハウス対策としてホルムアルデヒド等ガス発生の

少ない建材を使用する等のシックハウス対策の継続や CASBEE（建築環境総合性能評価システ

ム）などの導入の検討も望まれる。ただし、これらの取組は住宅のコストアップにつながり、

例えば新築住宅に占める長期優良住宅の認定戸数の割合は平成 24 年の 6.2％から平成 25 年は

8.3％にとどまっており、さほど伸びていない。このため、長期的観点からの取組となること

を踏まえ、さらなるインセンティブ付与が望まれる。 

また、大工・工務店等の地域住宅産業においても、これらの取組を支援するための生産基盤

の強化や省エネリフォームの促進に係る支援策が望まれる。 

②木造住宅の振興 

新設住宅着工戸数は減少しており、５年間の居住状況の移転変化について平成 20 年と 25年

を比べても、163,700 世帯から 152,700 世帯へと 11,000 世帯減少している。人口・世帯数の減

少を考慮すると、今後ともフローに係る住宅市場は縮小すると見込まれる。その一方で、築年

数の長い既存住宅ストックが増加し、「住宅のいたみを直す、きれいにする」ことを目的とし
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た改善が増加していることから、リフォーム市場の拡大が見込まれる。 

本県は全国と比べ木造住宅の着工割合が高く、県民の木造住宅志向は高い。木造住宅は一般

的にリフォームが容易であり、今後は、その特長を活かした住宅供給を図ることが考えられる。

しかし、その生産の主たる担い手である大工・工務店等の地域住宅産業の状況をみると、大工

数が減少している。このままでは担い手不足により、県民の木造住宅志向に応えられなくなる

おそれがある。また、長期優良住宅などの新しい基準や制度に、大工等の担い手が追いついて

いない状況が見られる。このため、木造住宅生産の担い手の育成を図り、地域ぐるみで住宅産

業を振興を図っていく必要がある。

③居住水準の向上 

住宅の居住水準についてみると、最低居住面積水準未満世帯率が平成 25年で 3.3％あり、引

き続きその解消に努める必要がある。特に、民営借家の最低居住面積水準未満率は 16.3％と高

く、世帯人員でみると４～５人の世帯で最低居住面積水準未満率が高い。また、持家と借家の

規模格差も持家ストックの床面積がやや減少する形で多少改善されたとはいえ、依然として規

模格差は大きい。これらの世帯の居住水準を満足する広さの住宅を適正家賃で確保できるよう

空き家を活用するなど、最低居住面積水準未満の解消策を検討する必要がある。 

④空き家等の適正管理 

世帯数が減少しているにもかかわらず住宅数は増加していることから、空き家が著しく増加

しており、空き家率は全国を上回って推移している。特に、平成 20 年と 25 年を比較すると、

空き家は５年間で 1.28 倍に増加しており、なかでも「その他の住宅」は 1.54 倍と大きく増加

している。なお、「その他の住宅」は、住宅市場に出回らない住宅で適正管理を促す必要性の

高い空き家である。この「その他の住宅」の割合の推移をみると、平成 10 年以降の増加が目

立っている。 

空き家の所有者の今後の活用については、本県は全国よりも賃貸・売却を考えておらず、空

き家のままにしておく者が多い。その管理についても自分や親族で管理しているか、ほとんど

管理していない状況にある。また、借家居住の世帯は、相続して住むか建て替えて住む意向が

高いものの、持家居住の世帯では既に自宅を所有していることから親の家を相続しても居住し

ないケースが想定され、今後の空き家の発生につながるおそれがある。また、マンションにお

いても、管理組合が無いか入居者の高齢化などにより管理組合が機能しなくなっているマンシ

ョンなどにおいて、空き家の管理などの問題が発生するおそれがある。 

以上を考慮すると、空き家が活用されず遊休化する可能性がある「その他の空き家」の増加

を抑制するとともに、既存の空き家の利活用や空き家の適正管理を促すため、まずは県内外の

空き家の所有者等の意識啓発することが必要である。 

マンションについても、所有者等の適正なマンション管理を促していくことが求められる。 

（４）人口定住・地域活性化に資する住宅・住環境の形成と機能向上 

①既成市街地の居住環境の改善 

今後の持家の住み替え方法に関して、その立地の意向をみると「街なか」が「都市の郊外」

「田舎・田園、リゾート地」よりも高く、既成市街地を選択するものが多い。 
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国においては、人口・世帯数減少社会の到来や公共施設等の効率的・合理的な維持管理・運

営などを考慮して公共交通を利用して生活利便施設等にアクセスできる「コンパクトシティ」

を目指している。本県においても、既成市街地の居住環境を子育て世帯や高齢者などに配慮し

て、生活利便施設等が整備された、より安全・快適・魅力的な空間として整備していく必要が

ある。 

②住宅団地等の再生、再編とコミュニティの形成 

例えば、鹿児島市の昭和 40 年代前半から 50年代に開発された郊外高台の大型団地では、年

少人口や 40 歳代までの人口が減少する一方、高齢者人口、特に後期高齢者人口の増加が目立

っており、人口構造のアンバランスさが顕著になりつつある。 

これらの大型団地には公的賃貸住宅が立地するケースが少なくないが、インフラ（道路・公

園等の都市基盤）が高齢者に配慮した造り方となっておらず、公共賃貸住宅団地も老朽化が進

んでいるなどの問題があり、住みづらくなっている状況も見られる。 

持続的なまちづくりを進めるためにも、コンパクトシティやスマートウェルネス（福祉拠点

の形成等）のまちづくりとの連携により、居住環境・住宅地の魅力の維持・向上を図り、若い

世帯の居住を促すなどの対策が必要である。その手法のひとつとして、公的賃貸住宅団地の建

替等の実施と高齢者世帯・子育て世帯等の生活支援施設等の居住環境の再生が考えられる。 

③良好な街並みの保全・形成 

県内には、麓集落などの伝統的な街並みが形成されており、これらは本県固有の資源であり、

県民の誇りとなっている。しかし、これらの景観は、所有者や地域住民の高齢化や人口減少に

より街並みの保全・形成の担い手が不足し、さらに空き家の増加などに伴い当事者のみでは維

持管理が難しくなってくるおそれがある。 

このため、本県では地域において景観形成に関わりを持つ、様々な立場の関係者が共通の場

を設け、協議・調整を図りながら課題解決を図っていく景観協議会の制度を創設している。こ

の制度を活用して、県民への啓発を図る一方、建築士等の専門家やまちづくり団体が街並み保

全･形成に積極的に関わっていけるよう支援することが必要である。 
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（１）用語の説明 

居住水準 

国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるよう、国土交通省が住生活基本計画で定め

ている目標をいい、最低居住面積水準と誘導居住面積水準（一般型、都市型）の２つの水準を設定

している。家族人数に応じて住戸の規模、設備、性能等の基準が定められている。 

最低居住面積水準 

世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として、必要不可欠な住宅の面積に関する

水準 

（次項「（２）居住水準について」を参照） 

住宅ストック 

ある時点において、既に存在している住宅もしくはその住宅総量 

バリアフリー 

障壁（バリア）をなくすという意味で、住宅や公共施設等の床の段差解消や手すり設置等により、

誰もが支障なく使えるよう配慮すること 

フロー 

①「流れ」のこと、②経済諸量が一定期間内に変化または生起した大きさを示す概念。本調査で

は新しく供給される住宅数で、住宅ストックに対する概念として使用。 

ライフステージ 

年齢にともなって変化する生活段階のこと。年代別の生活状況をいう。 

ライフスタイル 

生活様式。特に、趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生き方。 

誘導居住面積水準 

世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必

要と考えられる住宅の面積に関する水準 

なお、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面

積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準

がある。 

（次項「（２）居住水準について」を参照） 

Ⅲ．資料編
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（２）居住水準について

居住水準とは、国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるよう、国が住生活基本計画

で定めている目標をいい、次の水準が設定されている。 

①誘導居住水準 

成熟社会における本格居住のための標準となる水準であり、2015 年において全国で概ね全世帯の

２／３が確保できるようにすることを目標として次の２区分からなっている。 

ａ．一般型

都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建て住宅居住を想定したもの 

ｂ．都市居住型

都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの 

②最低居住水準 

健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準で、すべての世帯が達成できるように努め

る水準 

これらの居住水準は、それぞれ①居住室、②設備、③住宅の環境、④世帯人員別住宅規模を中心

にその基準が示されている。 

③住宅性能水準 

居住者ニーズ及び社会的要請に応える基本的性能を有する良質な住宅ストックを形成するため

の指針で、耐震性等、防火性、耐久性、維持管理への配慮、省エネルギー性、保健性、開放性、遮

音性、高齢者等への配慮、その他の内容から構成されている。 

④緊急に改善すべき密集住宅市街地の基準 

住宅市街地の基礎的な安全性を確保するための指針で、住宅市街地の密集度、倒壊危険性、延焼

危険性及び避難、消火等の困難性を基準に緊急に改善すべき密集住宅市街地を定めている。 

⑤住宅市街地の改善等の指針 

住宅市街地の改善等を図ることにより、地域の実情に応じた良好な住環境の確保のための指針で、

住宅市街地における住環境水準の項目を即地的に住宅市街地に適用するための具体的な尺度とし

て、住環境水準を定めている。 
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■最低居住面積水準

最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住

宅の面積に関する水準である。 

その面積（住戸専用面積・壁芯）は、住宅性能水準の基本的機能を満たすことを前提に、以下のと

おりとする。 

(1) 単身者 25 ㎡ 

(2) ２人以上の世帯 10 ㎡×世帯人数＋10㎡ 

注 

1. 上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は 0.25 人、３歳以上６歳未満の者は 0.5 人、

６歳以上 10 歳未満の者は 0.75 人として算定する。ただし、これらにより算定された世

帯人数が２人に満たない場合は２人とする。 

2. 世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、上記

の面積から５％を控除する。 

3. 次の場合には、上記の面積によらないことができる。 

① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保され

ている場合 

② 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及

び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた

面積が個室部分で確保されている場合 



117 

■誘導居住面積水準

誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイル

に対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊外及び都市部以外の一

般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺におけ

る共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準からなる。 

その面積（住戸専用面積・壁芯）は、住宅性能水準の基本的機能を満たすことを前提に、以下のと

おりとする。 

(1) 一般型誘導居住面積水準 

① 単身者 55 ㎡ 

② ２人以上の世帯 25 ㎡×世帯人数＋25㎡ 

(2) 都市居住型誘導居住面積水準 

① 単身者 40 ㎡ 

② ２人以上の世帯 20 ㎡×世帯人数＋15㎡ 

注 

1. 上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は 0.25 人、３歳以上６歳未満の者は 0.5 人、

６歳以上 10 歳未満の者は 0.75 人として算定する。ただし、これらにより算定された世

帯人数が２人に満たない場合は２人とする。 

2. 世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、上記

の面積から５％を控除する。 

3. 次の場合には、上記の面積によらないことができる。 

① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保され

ている場合 

② 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及

び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた

面積が個室部分で確保されている場合 
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■住宅性能水準

 住宅性能水準は、居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住宅ストックを

形成するための指針となるものであり、その内容は以下のとおりとする。 

１ 基本的機能 

  (1) 居住室の構成等 

① 各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん、接客、余暇活動等に配

慮して、適正な水準を確保する。ただし、都市部における共同住宅等において都市におけ

る利便性を考慮する場合は、個人のプライバシー、家庭の団らん等に配慮して、適正な水

準を確保する。 

② 専用の台所その他の家事スペース、便所（原則として水洗便所）、洗面所及び浴室を確保

する。ただし、適切な規模の共用の台所及び浴室を備えた場合は、各個室には専用のミニ

キッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれば足りる。 

③ 世帯構成に対応した適正な規模の収納スペースを確保する。 

  (2) 共同住宅における共同施設 

① 中高層住宅については、原則としてエレベーターを設置する。 

② バルコニー、玄関まわり、共用廊下等の適正な広さを確保する。 

③ 集会所、子供の遊び場等の設置及び駐車場の確保に努める。 

④ 自転車置場、ゴミ収集スペース等を確保する。 

２ 居住性能 

  (1) 耐震性等 

想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至らないように、

耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保する。 

  (2) 防火性 

火災に対して安全であるように、延焼防止及び覚知・避難のしやすさについて、適正な水準を

確保する。           

  (3) 防犯性 

外部からの侵入を防止するため、出入口や窓等の侵入防止対策等について、適正な水準を確保

する。 

  (4) 耐久性 

長期の安定した居住を可能とする耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止について、適正

な水準を確保する。 

  (5) 維持管理等への配慮 

設備配管等の維持管理・修繕等の容易性について、適正な水準を確保する。また、増改築、改

装及び模様替えの容易性について、適正な水準を確保する。 

  (6) 断熱性等 

快適な温熱環境の確保が図られるように、結露の防止等に配慮しつつ、断熱性、気密性等につ

いて、適正な水準を確保する。また、住戸内の室温差が小さくなるよう、適正な水準を確保する。 
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  (7) 室内空気環境 

清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質、石綿等の汚染物質発生防止、換気等に

ついて、適正な水準を確保する。 

  (8) 採光等 

窓等の外壁の開口部からの採光等について、適正な水準を確保する。 

  (9) 遮音性 

隣接住戸、上階住戸からの音等が日常生活に支障とならないように、居室の界床及び界壁並び

に外壁の開口部の遮音について、適正な水準を確保する。 

  (10)高齢者等への配慮 

加齢による一定の身体機能の低下等が生じた場合にも基本的にはそのまま住み続けることがで

きるように、住戸内、共同住宅の共用部分等について、段差の解消、手すりの設置、廊下幅の確保、

便所の配置等に関し、日常生活の安全性及び介助行為の容易性について、適正な水準を確保する。 

  (11)その他 

家具等の転倒の防止、落下物の防止、ガス漏れ・燃焼排ガスによる事故の防止、防水性、設備

等の使いやすさ等について、適正な水準を確保する。 

３ 外部性能 

  (1) 環境性能 

自然エネルギーの利用、断熱性の向上やエネルギー効率の高い設備機器の使用などエネルギー

の使用の合理化、断熱材のノンフロン化等について、適切な水準を確保する。また、建設・解体時

の廃棄物の削減、解体処理・リサイクルの容易性、地域材・再生建材の利用、雨水・雑排水の処理・

有効利用、敷地内の緑化等について、適切な水準を確保する。 

  (2) 外観等 

外壁、屋根、門塀等の配置及びデザインの周辺との調和について、適切な水準を確保する。 
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■居住環境水準

居住環境水準は、地域の実情に応じた良好な居住環境の確保のための指針となるものであり、それ

ぞれの項目が、地域における居住環境の現状、課題等を把握し、整備、誘導等の方向性を示すための

要素となる。 

居住環境水準の内容は、以下のとおりとする。 

１ 居住環境水準の項目 

  (1) 安全・安心 

① 地震・大規模な火災に対する安全性 

地震による住宅の倒壊及び大規模な火災に対して安全であること。 

② 自然災害に対する安全性 

津波、高潮、出水、がけの崩壊等の自然災害に対して安全であること。 

③ 日常生活の安全性 

生活道路の安全な通行及び犯罪発生の防止に配慮されていること。 

④ 環境阻害の防止 

  騒音、振動、大気汚染、悪臭等による居住環境の阻害がないこと。 

  (2) 美しさ・豊かさ 

① 緑 

          緑等の自然を確保し、自然環境に関する快適性を享受することができること。 

② 市街地の空間のゆとり・景観 

住戸及び住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー等が立地条件

等に応じて適切に確保されていること。また、地域の気候・風土、歴史、文化等に即して、

良好な景観を享受することができること。 

  (3) 持続性 

① 良好なコミュニティ及び市街地の持続性 

バランスのとれた地域の良好なコミュニティの維持、住宅の適切な建替え等により良好な

居住環境が維持できること。 

② 環境負荷への配慮 

          環境への負荷の低減に配慮したまちの構成であること。 

  (4) 日常生活を支えるサービスへのアクセスのしやすさ 

① 高齢者、子育て世帯等の各種生活サービスへのアクセスのしやすさ 

高齢者、子育て世帯等が日常生活を支える各種サービスに容易にアクセスできること。 

② ユニバーサルデザイン 

高齢者、障害者をはじめとする多様な者の円滑な移動の経路が確保されていること。 
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２ 居住環境水準の指標 

    居住環境水準の指標は、地方公共団体において住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する

施策の方向性を示す基本的な計画を策定する際に、居住環境水準の項目について当該計画における目

標として定めるための具体的な尺度となるものであり、居住環境水準の項目ごとに、次のとおり例示

する。 

項 目 指 標 

（１）安全・安心 
① 地震・大規模な火災に対する
安全性 

② 自然災害に対する安全性 

③ 日常生活の安全性 

④ 環境阻害の防止 

・ 地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的
に改善すべき密集市街地のうち大規模火災に対する
最低限の安全性が確保された市街地の割合 

・ 地震時において滑動崩落による重大な被害の可能性
のある大規模盛土造成地の箇所数 

・ 土砂災害から保全される戸数 
・ 洪水による氾濫から守られる区域の割合 
・ 床上浸水を緊急に解消すべき戸数 
・ 津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保
されていない地域の面積 

・ 地区内人口当たりの年間犯罪発生件数 

・ 大気汚染に関する環境基準の達成状況 
・ 悪臭に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 
・ 騒音に関する環境基準の達成状況 
・ 振動に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 

（２）美しさ・豊かさ 
① 緑 

② 市街地の空間のゆとり・景観 

・ 地区面積に対する緑に覆われた面積の比率【緑被率】

・ 狭小宅地率 
・ 良好な景観の形成・保全、ゆとりある敷地規模の確保等
良好な市街地環境の形成を図ることを目的とした地区
の指定比率 

（３）持続性 
① 良好なコミュニティ及び市街
地の持続性 

② 環境負荷への配慮 

・ 空家率 

・ 地区全体の人口に対する街なか区域（地域の実情に応じ
て設定した中心市街地を含む区域）内の人口比率【街な
か居住比率】 

・ 通勤・通学における公共交通機関等利用率 

（４）日常生活を支えるサービスへ
のアクセスのしやすさ 

① 高齢者、子育て世帯等の各種
生活サービスへのアクセスの
しやすさ 

② ユニバーサルデザイン 

・ 公共交通不便地域内の住宅の戸数又は面積の割合 
・ 高齢者の在宅介護を支援するサービス等福祉サービス
の実施体制の整備率 

・ 高齢者、障害者をはじめとする多様な者が日常生活又は
社会生活において利用する施設相互間の生活関連経路
を構成する道路におけるユニバーサルデザイン化の実
施率 
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（３）平成 25 年 住宅・土地統計調査の概要 

①調査の目的 

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並び

にこれらに居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかに

することにより、住生活関連諸施策の資料を得ることを目的としている。なお、本調査は昭和 23

年以来５年ごとに実施されており、今回の調査は 14 回目にあたる。 

②調査の対象 

1. 平成 22 年国勢調査 調査区（約 98 万）から、刑務所・拘置所のある区域、自衛隊区域、

駐留軍区域及び水面調査区を除き、住宅の所有の関係、高齢者のいる世帯の割合等により

調査区を層化した。 

2. 市区町村の人口規模別に調査区抽出率を設定し、約 21万調査区を抽出した。 

3. 抽出された調査区のうち、70 住戸を超える調査区については分割して単位区を設定、70

住戸以下の調査区については調査区を単位区とした。 

4. 設定（分割）された単位区から、調査単位区を抽出し、調査地域とした。 

5. (2)で抽出された調査区を住宅の所有の関係等により層化した上で抽出した約３万調査区

に設定された調査単位区を調査票乙対象調査単位区とした（調査票乙の調査対象は計約 50

万住戸・世帯）。 

③調査の時期 

平成 25 年 10 月１日午前零時現在 

④調査項目 

調査票により、次に掲げる事項について調査がなされた。 

住宅等に関する事項 居住室の数及び広さ、所有関係に関する事項、敷地面積、

敷地の所有関係に関する事項  

住宅に関する事項 構造、腐朽・破損の有無、階数、建て方、種類、建物内

総住宅数、建築時期、床面積、建築面積、家賃又は間代

に関する事項、設備に関する事項、増改築及び改修工事

に関する事項、世帯の存しない住宅の種別 

世帯に関する事項 世帯主又は世帯の代表者の氏名、種類、構成、年間収入 

家計を主に支える人に関する世帯

員又は世帯主に関する事項 

従業上の地位、通勤時間、東日本大震災（平成 23年 3

月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴

う原子力発電所の事故による災害をいう。）による転居

に関する事項、現住居に入居した時期、前住居に関する

事項、子に関する事項 

住環境に関する事項居以外の住宅

及び土にする事項

現住居以外の住宅及び土地に関す

る事項 

所有関係に関する事項、所在地、面積に関する事項、利

用に関する事項 
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⑤調査の方法 

●調査の流れ 

調査は、総務省統計局を主管部局とし、総務大臣－都道府県知事－市町村長－指導員－調査員－

調査世帯の流れにより実施した。 

●調査の方法 

1. 住宅・土地統計調査員は、9月 22 日までに受持ち調査単位区内を巡回して調査対象の把握を

行い、調査対象名簿及び単位区設定図を作成した上で、9月 23 日から 30 日までの間に、調査

対象となった世帯に調査票を配布した。その後、10月上旬に調査票を配布した世帯を再度訪問

して、調査票の取集と内容検査等の事務を行った。なお、平成 25年住宅・土地統計調査では、

調査票の提出に代えてインターネットによる回答（オンライン調査）も可能とした。 

2. 調査票は、調査単位区ごとに、甲又は乙のいずれか一方のみを配布した。調査単位区の甲・乙

の割り振りは、全国平均で 6対 1 となるように行った。  

3. 調査票は，世帯が記入する欄については、世帯主又は世帯の代表者が記入し、調査員が記入

する欄については、調査員が世帯主等に質問するなどして記入した。空き家などの居住世帯の

ない住宅については、調査員が外観等から判断することにより、調査項目の一部について調査

した。 
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（４）平成 25 年住生活総合調査 調査票 
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